
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  不納付加算税における正当な理由              

Ｑ：源泉所得税を納め忘れた場合でも正当

な理由があれば不納付加算税がかからないそ

うですが、どのような場合ですか？                             

                                              

Ａ： 次のような場合です。 

【解説】 

不納付加算税が課せられない場合の正当な

理由とは、次のような場合いいます。 

 ①税法の解釈に関し、給与等の支払後取扱い

が公表されたため、その公表された取扱いと

源泉徴収義務者の解釈とが異なることとなっ

た場合において、その源泉徴収義務者の解釈

について相当の理由があると認められるとき。 

(注)税法の不知若しくは誤解又は事実誤認に

基づくものはこれに当たりません。 

②給与所得者の扶養控除等申告書等に基づい

てした控除が過大であった等の場合において、

これらの申告書に基づき控除したことにつき

源泉徴収義務者の責めに帰すべき事由がある

と認められないとき。 

③最寄りの収納機関が遠隔地であるため、源

泉徴収義務者が収納機関以外の金融機関に税

金の納付を委託した場合において、その委託

が通常であれば法定納期限内に納付されるに

足る時日の余裕をもってされているにもかか

わらず、委託を受けた金融機関の事務処理誤

り等により、収納機関への納付が法定納期限

後となったことが、当該金融機関の証明書等

により証明されたとき。 

④災害、交通・通信の途絶その他法定納期限

内に納付しなかったことについて真にやむを

得ない事由があると認められるとき。 
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